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（２）今後の対策

ア 施策の方向性

○医療機関への定期的な調査を行い、発達障害に係る医療情報の提供を行います。

○浜松医科大学への寄附講座による医師の養成をはじめ、小児神経科医や児童精神科医を地域で継

続的に養成・確保する仕組みの検討など、専門医・専門的医療機関の確保を図ります。

○医療から発達支援へつなぐための仕組みづくりなど、医療機関と福祉、教育などの支援機関の連

携強化を進め、児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を図ります。

○小児科医や看護師その他の医療従事者への研修の充実に努めるなど、地域の小児科医等の対応力

の強化を図ります。特に、医療の確保のため、発達障害の診療を行う病院の医師に対して、専門

的な医療機関において診療技術を習得するための陪席研修を実施するなど受診環境の整備を進め

ます。また、寄附講座等、専門医養成の際の地域バランスを考慮した医師の配置に取り組みます。

○成人期の発達障害者の困難事例への対応や専門性の確保のため、診断技術に関する研修の実施や

心理検査に対するサポートなどを進めます。
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